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江東区国民健康保険運営協議会会議録 
～令和７年度第１回運営協議会～ 

 
１．開催日時 令和８年３月１９日（木） 午後１時３０分～ 
 
２．開催場所 庁舎３階 全員協議会室 
３．出席委員 ２３名 
       被保険者代表（７名） 
        大野 浩一  澤井  均  井川 明彦 
        行田 眞佐枝  伊藤 美穂子  梅田 珠子 
        白鳥 保江   
       保険医又は保険薬剤師代表（６名） 
        足川 哲夫  渡邉 弘恵  小林  功 
        河口 貴昭  渡辺 広昭  黒崎 昭夫 
       公益代表（８名） 
        釼先 美彦  やしきだ 綾香  山下 金吾 
        吉田  要  正保 みきお  星野  博 
        惣佐 陽子  亀﨑 良一 
       被用者保険等保険者代表（２名） 
        澤田 博幸  上野 陽一 
 
４．欠席委員 ３名 
        篠山 辰男  松田 祐一  橋本 孝雄 
 
５．出席説明員 
        区長       生活支援部長  医療保険課長 
        保健事業担当係長 滞納整理係長  保険料係長 
        保険給付係長   医療保健係長 
        資格賦課係長   庶務係長 
 
６．議題  １．会長の選任について 
      ２．江東区国民健康保険条例の一部改正について（諮問） 
      ３．江東区国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例及び江東区国民健康保

険出産費資金貸付基金条例を廃止する条例について（諮問） 
      ４．報告事項 
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７．議事の状況 

      （開会） 

医療保険課長  定刻となりました。皆様にはお忙しいところ、御出席いただきましてありがと

うございます。ただいまから令和７年度第１回江東区国民健康保険運営協議会を開

催させていただきます。私は医療保険課長のカサマでございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 初めに、配付資料の確認をさせていただきます。江東区国民健康保険運営協議会

次第。そして江東区国民健康保険運営協議会席次。そして参考１、諮問文。参考２

の諮問文。そして資料１になりますが、江東区国民健康保険条例の一部を改正する

条例。そして資料２、国民健康保険料の改定等について。資料３、江東区国民健康

保険高額療養費資金貸付基金条例及び江東区国民健康保険出産費資金貸付基金条例

を廃止する条例について。そして資料４、国民健康保険事業の実施状況について。

資料５、国民健康保険運営協議会委員名簿。最後になりますが資料６、江東区国民

健康保険運営協議会規則。 

 以上の資料になりますが、御不足等ございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 まず、本協議会なんですが、昨年５月区議会の役職改選等により、現在会長職が

空席という状況になってございます。 

 つきましては、先例に倣い、会長が選任されるまでのまでの間、議事進行上の都

合により、生活支援部長が臨時の議長を務めさせていただきますので、御了承願い

ます。 

 

生活支援部長（臨時議長）  皆様、こんにちは。生活支援部長のオオエでございます。会長が

選任されるまでの間、臨時の議長を務めさせていただきますので、何とぞよろしく

お願いいたします。それでは、進行は座って進めさせていただきます。 

 それでは、早速ではございますが、開催に先立ちまして、大久保区長より御挨拶

をいただきます。 

 

      （区長挨拶） 

区長    皆様、こんにちは。江東区長、大久保朋果です。 

 委員の皆様には、本日お忙しい中、また、ちょっとぶり返すようなお寒い中、国

民健康保険の運営協議会にお集まりいただき、本当にありがとうございます。 

 皆様御案内のとおり、国民健康保険、国民の皆保険を支える、本当に基本となる

大切な制度でございます。ただ、近年のこの少子高齢化に伴い、保険者数が減少し

ているという状況にもございます。 

 そんな中で、国民皆保険を本当に未来永劫持続可能なものにしていくために、支

出と収入のバランスを見ながら運営していくという、本当に我々江東区としても難

しい状況にあるなというふうに感じております。 

 委員の皆様には、様々なお立場から今日御意見を頂戴して、これからもこの制度
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が本当に区民の皆さんの健康、また命を守るために未来永劫続いていくような、そ

んな御議論をいただければ幸いでございます。 

 本日、本当に皆様の御意見を頂戴して、この様々な案件を御了承、また御議論い

ただければ幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

生活支援部長（臨時議長）  次に、本協議会委員の変更がございましたが、委員の紹介につき

ましては資料５の名簿をもって代えさせていただきますので、御了承願います。 

 

      （会議成立の報告） 

生活支援部長（臨時議長）  次に、委員の出欠状況並びに本日の会議成立の状況につきまして、

医療保険課長から報告をお願いします。 

 

医療保険課長  本協議会の成立に関し、御報告いたします。 

 江東区国民健康保険運営協議会規則第６条第２項によりますと、本会開催の要件

としまして、第一に、委員定数の２分の１以上の委員の出席、第二に、被保険者、

保険医療機関、公益及び被用者保険のそれぞれから代表する委員１名以上の出席を

規定しております。 

 本日は、松田祐一委員、篠山辰男委員の合計２名、欠席の御連絡をいただいてお

ります。そして、橋本委員につきましては、今遅れている状況でございます。 

 したがいまして、被保険者代表から７名、保険医療機関代表から現在のところ６

名、公益代表から８名、被用者保険等保険者代表から２名、合わせて２３名の御出

席をいただいております。 

 全委員は２６名ですので、出席は２分の１を超え、かつ各代表の御出席がござい

ますので、本協議会は成立しております。 

 以上、御報告いたします。 

 

      （会議録署名委員の指名） 

生活支援部長（臨時議長）  次に、本日の会議録署名委員を指名させていただきます。 

 先例により、公益を代表する委員のうちから１名、保険医・保険薬剤師を代表す

る委員のうちから１名、被保険者を代表する委員のうちから１名となっております

ので、やしきだ綾香委員、河口高昭委員、白鳥保江委員の３名にお願いしたいと存

じますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

生活支援部長（臨時議長）  ありがとうございます。異議ございませんので、そのように決定

いたします。 

 ここで、区長はこれから別の公務のため退席いたします。 

 

      （会長の選任について） 

生活支援部長（臨時議長）  それでは、早速ですが、議事に移らせていただきます。 
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 なお、会議につきましては、午後２時３０分終了をめどに進めてまいりますので、

御協力をお願いいたします。 

 それでは、まず、江東区国民健康保険運営協議会会長の選任についてであります。 

 会長の選任につきましては、資料６につけてございます国民健康保険運営協議会

規則第４条第１項により、公益を代表する委員のうちから委員が選挙することとな

っておりますが、先例により、江東区議会議長に就任をいただいておりますので、

今回も会長には剱崎江東区議会議長に就任していただくことでいかがでございまし

ょうか。 

（ 拍  手 ） 

生活支援部長（臨時議長）  ありがとうございます。 

 それでは、早速ですが剱崎委員に会長席に移動していただきまして、本日の議事

進行をお願いいたします。 

（議長交代） 

会長（議長）  ただいま会長に御推挙いただきました剱崎美彦でございます。何とぞよろしく

お願いいたします。 

 委員の皆様には、日頃から国民健康保険事業の運営に御尽力を賜り、厚く御礼を

申し上げるとともに、国民健康保険事業の適切な運営と財政の安定化に向けて、山

積する課題の解決に委員の皆様共々努力していきたいと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 傍聴席についてですが、本日傍聴の方は１名ということでございます。 

 

      （諮問 江東区国民健康保険条例の一部改正について） 

会長（議長）  それでは、次第に沿って議事を進めさせていただきます。江東区国民健康保険

条例の一部改正について、医療保険課長から説明を願います。 

 

医療保険課長  それでは、私のほうから、国民健康保険条例の一部改正について御説明させて

いただきます。着座にて失礼いたします。 

 江東区国民健康保険条例の一部を改正する条例案の概要について御説明いたしま

す。お手元の資料１を御用意願います。 

 まず、１の改正理由でございます。こちらは、令和８年度の保険料で賄うべき金

額が確定したため、それに基づき保険料について改正し、そして、法令の改正があ

ったことから国保条例を改正したいというものでございます。 

 次に、２の改正の概要でございます。 

 まず（１）でございますが、保険料率の改正でございます。国民健康保険につき

ましては、医療費を賄う基礎分、そして後期高齢者医療を支えるための後期高齢者

支援金分、そして介護保険を支える介護納付金分でございます。これらを、いずれ

も下の表に記載の所得割・均等割のとおり改正するものでございます。また、令和

８年度より、新たに子ども・子育て支援金分というものが新設されてございます。 
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 次に、減額する額でございますが、これは、国民健康保険の均等割の保険料につ

いては、低所得者に対する減額の制度がございまして、それぞれ所得に応じて７

割・５割・２割の減額となります。その減額となる金額について、保険料の改正に

合わせて、表の減額する額のとおり改正するものでございます。 

 次に、賦課限度額でございますが、保険料の上限額ということになってございま

す。これを国の決定に基づき、基礎分につきまして改正、そして、子ども・子育て

支援金分については新設するものでございます。 

 次に（２）でございますが、これは（１）で御説明いたしました、保険料の減額

の判定所得を改正するものでございます。 

 この所得には、国保加入者ではない世帯主様の所得も加算されて、総額で判定さ

れます。所得は収入ということではなく、税法上の所得でございますので、手取り

の所得とは異なるといったものでございます。 

 そして、項番３の条例改正新旧対照表につきましては、資料の２ページ以降を後

ほど御参照いただきたいと思います。 

 項番４の施行期日でございます。令和８年４月１日を目指します。この国保運営

協議会で答申を頂戴いたしまして、区議会に条例改正案を提出。そちらのほうで改

めて御審議をいただき、可決となれば施行ということになります。 

 以上が国保条例改正の概要でございますが、令和８年度の保険料案について、そ

の概要について簡単に御説明させていただきます。お手数ですが、資料２を御覧く

ださい。 

 まず、保険料算定の考え方でございますが、１ページ上段の点線で囲まれた部分

を御覧ください。 

 まず、江東区を含む特別区では、保険料率について統一保険料方式を採用してお

りまして、原則、保険料については特別区を一つとみなして算定したものとなって

ございます。 

 また、平成３０年度から、東京都が共同保険者となり、財政運営の責任主体とな

ったことによりまして、東京都が決定いたします国民健康保険納付金等を賦課総額

といたしまして、これを保険料収入で賄うこととして算定しております。この賦課

総額とは、国民健康保険事業の運営のために、被保険者の皆様に保険料としてお支

払いいただくべき金額の総額を言います。 

 なお、令和８年度より、子育て世帯を支援するための制度として、子ども・子育

て支援金が新設されております。 

 次に、平成３０年度から納付金制度が始まるに当たりまして、急激な保険料の上

昇を抑える、特別区独自の激変緩和措置といたしまして、納付金の９４％を算入す

ることを基準に、毎年１％ずつ算入割合を引き上げることとしてきましたが、新型

コロナウイルス感染症拡大等の特殊な要因によりまして２年の延長を経て、このた

び令和８年度基準保険料率算定において納付金組入率１００％となり、それと同時

に法定外繰入れの縮小にも努めてきたところでございます。 

 今後は、都内保険料水準の完全統一に向けまして、東京都と連携しつつ、法定外



 

 

5

繰入れの解消が求められているところでございます。 

 次に、２の令和８年度国民健康保険料案について、御説明いたします。 

 １、保険料算定の基本的考え方による保険料率案は、表に記載のとおりとなった

ところでございます。１人当たり保険料が、前年度に比べ１万４５円の増となって

おります。これは、後期高齢者支援金分、介護納付金の１人当たりの負担見込額の

増、そして、新たに新設されました子ども・子育て支援金による増が主な理由でご

ざいます。 

 ２ページを御覧ください。２つ目の米印については、今回諮問させていただいて

おります内容でございまして、国の改正によるものとなります。 

 ３、令和８年度年間保険料試算でございますが、別紙１にモデルケースによる試

算を記載しておりますので、後ほど御参照いただきたいと思っております。 

 ４になりますが、政令指定都市と特別区の保険料比率の比較につきまして、こち

らは別紙２に、令和７年度での比較とはなりますが比較一覧表を、そして下のほう、

下部になりますが、参考として令和８年度の特別区基準保険料率案と、令和７年度

との比較順位を記載してございます。 

 甚だ簡単ではございますが、私からの説明は以上でございます。 

 

会長（議長）  ありがとうございました。 

 ただいまの医療保険課長の説明につきまして、質疑があればお願いいたします。 

 正保委員。 

 

正保委員  正保でございます。よろしくお願いします。御説明にありました令和８年度の国民

健康保険料ですけれども、１人当たりの保険料が前年度比１万４５円の大幅な値上

げということが示されているところです。その大きな部分は、子育て世帯を支援す

るための制度として、子ども・子育て支援金が新設をされるという御説明がありま

した。 

 そこで、１つは子ども・子育て支援金制度に関してお伺いをしたいと思います。

児童手当ですとかこども誰でも通園制度の財源の一部にということで、この支援金

が４月から予定をされているんですけれども、この支援金については上限が３万円

ということですけれども、所得が低い人ほど収入に占める国民健康保険料の負担割

合が重くなるということ、また、上限額が設定されているので、高額所得者は収入

が増えても一定額以上の保険料はかからないといった、いわゆる逆進性の問題がこ

こにあるのではないかというふうに思います。区のほうは、この逆進性についてど

のようにお考えなのか、お伺いしたいと思います。 

 続けてもう１つは、国保料の課税限度額が前年同に続いて引き上げられているわ

けですけれども、前年は１０９万円、今回は１１３万円ということで、子育て３万

を入れまして１１３万円に増えているんですけれども、低所得者層が多い国保では、

家族が多い場合に、中低所得者でも賦課限度額に到達することも多いのではないか

というふうに思いますが、この点伺いたいと。 
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 そして、これを引き上げますと、国保に加入をする現役で働いている方、それか

ら子育て世帯の負担増につながるというふうに考えますけれども、区民への影響に

ついて伺いたいと思います。 

 

医療保険課長  一つは逆進性のお話でございます。こちらは、国のほうが示された数値に従っ

て東京都全体ではじき出しておりまして、そうした中で上限額の設定も国のほうが

行っていると。 

 区といたしましては、その国がはじき出した数値に基づきましてこの数値を出し

たところでございまして、ただ、子育て世帯に当然のことながら返ってくるもので

すので、これは世の中の世代が全体として子育て世代を担うといった仕組みからす

れば、もう致し方ないものと受け止めてございます。ただ、負担が大きくなるとい

うのは認識しているところでございます。 

 そして、課税限度額、賦課限度額の扱いでございますが、これは中低所得者でも

上限に達するのではということでございますが、御指摘のとおり、一定程度上限額

に達してしまうというおそれがございます。 

 しかしながら、どちらかといいますと、この国民健康保険への加入世帯数、委員

の御指摘のとおり低所得者の方が多いということからしますと、上限額まで行く方

というのはそこまでいないのかなと。一定数はいるということは認識してございま

す。 

 そして、子育て世帯への負担ということでございますが、子育て世帯の負担につ

きましては、今後のお話にもなってきますが、基本的に医療費につきまして、今、

未就学児までのところがお金がかからないということになってございますが、将来

的には今、国のほうが一生懸命審議しておりまして、高校世代までかからないよう

な仕組みを考えているところでございますので、そうしたところでのメリットがあ

るといったところからしますと、子育て世帯に一定程度のここの部分の負担という

のは致し方ないものと認識してございます。 

 以上でございます。 

 

会長（議長）  正保委員。 

 

正保委員  ありがとうございます。子育て支援金ですけれども、保険料を子育てのために、み

んなで支えるということで保険料が上がっても致し方ないということですけれども、

公的医療保険に上乗せして新たに国民から徴収するこの支援金ですけれども、子育

て支援を拡充しようとすれば保険料を上げざるを得ない、こういう仕組みなんです。

その範囲でしか拡充されないことになりかねないということで、やはり負担額につ

いては、加入保険それぞれ異なるために、収入の少ない人が多い人よりも負担が増

えるということが起こるというふうに思います。やはり逆進性が強まるというふう

に思います。 

 それと、この保険料の算定の基本的な考え方について、先ほど説明がありました。
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保険料負担の抑制のために行ってきた特別区独自の激変緩和措置、これを終了する

と。今後は保険料を完全統一だということで、法定外繰入れの解消が今後求められ

るということの説明がありましたけれども、この法定外繰入れの解消、また完全統

一の保険料になりますと、現在、毎年平均して１万円以上上がってきましたけれど

も、さらに保険料が上昇していくのではないか、増えていくのではないかという懸

念がありますけれども、その点どうなのか、伺いたいと思います。 

 

医療保険課長  これは令和１８年に向けて、国のほうが、都道府県単位で保険料率の統一を目

指しているところでございます。そして特別区は今、委員のおっしゃったとおり、

一般財源から法定外繰入れという形で一定程度のお金を繰り入れて、保険料を下げ

ているところでございます。 

 この法定外繰入れにつきましては、いわゆる保険料を賦課しまして、それがお支

払いいただけなかった部分、江東区でいきますと大体１０％が徴収できていないと

ころでございますが、ここの部分を一般財源から投入しているといったところでご

ざいます。これは当然、保険料の中でという話になれば、一般財源で補えないこと

になりますので、その分は保険料が上がる可能性があると。 

 ただ、それを抑制するために、私どもとしては、できれば健康寿命を伸ばしてい

きたいと。それによって医療費の抑制につなげたり、また、徴収のほうも一生懸命

力を入れて、収納率をアップしていきたいと。そういったことがかなえば、保険料

の値上げには直接的につながってこないのかなと考えてございます。 

 以上でございます。 

 

会長（議長）  正保委員。 

 

正保委員  まとめますけれども、国民健康保険料の保険料があまりにも高いと。これがやっぱ

り問題だと思います。ですから滞納者が高止まりをしてきていると。払いたくても

払えないという部分が非常に大きくあるというふうに思います。 

 それで、この間の実質賃金が低下していたり、消費税がこの間増税をしたり、年

金も減額されたり、また、医療・介護の負担増が続いています。それに加えて今日

の物価高が、容赦なく追い打ちをかけるというような状況です。 

 それで、国保加入者の７割が非正規で働く方、また年金生活者など低所得者にも

かかわらず、国保料の負担は協会けんぽの２倍を超えているというような、はるか

に支払う能力の限界を超えているというふうに思います。ここに国保の構造的な問

題があるというふうに思います。 

 やはり、あらゆる法定外繰入れを行う、また都の財政支援を求める、また国のほ

うにも国庫負担を増やしてもらう。また、この統一化ですけれども、これは大幅値

上げにつながるということだと思うんですけれども、私はやはり今回、１万４５円、

こういう値上げですけれども、私はこういう１万円を超える保険料の大幅値上げと

いうのは避けるべきだというふうに考えます。その点、御意見として申し上げてお
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きたいと思います。何か、質問で答弁部分がありましたらお願いしたいんですけれ

ども、意見として申し上げておきたいと思います。 

 

会長（議長）  よろしいですか、答弁のほう。 

 ほかに何か質疑等、お分かりになりたいことがありましたらお手をお挙げくださ

いませ。よろしいでしょうか。 

 やしきだ委員。 

 

やしきだ委員  やしきだと申します。保険料はできるだけ抑えられるほうがいいというのは事

実なんですけれども、やはりこの国民健康保険制度の構造上、加入者の傾向なども

考えますと、これを持続可能な制度とするために、今回のこの条例の改正というの

は致し方ないのかなというふうに感じております。 

 やはり、これまで激変緩和措置で一般財源の投入を続けてまいりましたけれども、

加入者も加入していない方も、皆さんが支えている税ということもあって、やはり

この保険制度というのを支えていくために、加入者の負担というのが一部増えてし

まうというのは、一定の理解を示すものであるべきというふうに思っておりますの

で、私としては、こちらの諮問に関して賛成とさせていただきます。 

 

会長（議長）  よろしいですか。 

 続きまして、吉田委員。 

 

吉田委員  お願いいたします。様々取組をしながらのこの抑制策、あると思います。先ほど課

長からありました健康寿命の増進というのは一つ、それから、徴収率のアップとい

うところの取組一つ、具体的な取組事例を御紹介いただければと思います。 

 

医療保険課長  まず、健康推進の部分でございますが、やはり何が一番大事かというと、年に

１回実施しております健康診断、こちらのほうを受けていただいて、御自身の健康

状態をまず把握していただくということは大事かと思っています。 

 ただ、４０代から５０代にかけて非常に受診率が低いものですから、そこの辺を

どうやって受診につなげていくかというのを課題として捉えておりまして、そちら

のほうに力を注いでいきたいと考えてございます。 

 また、収納率の部分でございます。これは今回の議会のほうにも御報告いたすと

ころでございますが、外国人の収納率というのが、若干日本人の方よりも本区の場

合少ない、２％程度低いという状況でございます。この辺を同程度の水準まで上げ

るために、江東区と入管等とで制度上、協力依頼という形で入管のほうにお願いし

てございまして、来年度の４月からその辺を実施すると。もし国保料の納付がなけ

れば、次のビザの更新に当たって、入管のほうは許可をしない、認めないといった

ようなところまでつなげていくようなことを、次年度以降していくと。それによっ

て収納率の向上に少しでも寄与できればと考えてございます。 
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 以上でございます。 

 

会長（議長）  吉田委員。 

 

吉田委員  あくまで一般論なんですけれど、例えば耳にする話としては、国保世帯の多くは例

えば自営業者の方であるとか、例えばパートタイムで働かれている方なんかが構成

として多いというふうに認識しています。 

 そうするとなかなか、健康診断もそうですし、例えば体調の異変を感じても、仕

事を休んで病院にいく、健康診断に行くということは、日々の収入に直結してしま

うということで控えてしまう傾向というのがやはりあるのかなと。そうすると、本

当に気づいたときには実は重症化が進んでいて、治療費用も大きくかかってしまう

というような、こういう構造があるかと思います。 

 ぜひ、健康診断の受診率を上げるというのは基本的な取組かと思いますが、日々

の、休んででも行くというのが正しいのかは分からないですけれど、必要な治療を

早期に始めていただくというようなものをどのように推進できるかというのは、大

きい課題だと思います。その点について、一言何かいただけたらと思います。 

 

医療保険課長  そうですね、やはり委員の今御指摘のとおり、早い段階で見つけるというのは

非常に大事なことだと思っています。これが遅くなってしまいますと、特に成人病

というのは、どんどん重症化していきますとますます医療費が高くなるような、ま

た、本人の身体的にも負担が強くなるものですから、できる限り早く見つけたいと

いったところでございます。 

 そのために、今、区としては、案内の中の、どうしたらうまく読んでいただけて

受診につなげられるかということで、毎年工夫を重ねているところなんです。ただ、

なかなかそこら辺が引っかからないといったところで、来年度も、少しそこら辺が

アピールできるようなものにしていきたいと考えてございます。 

 以上です。 

 

会長（議長）  よろしいですか。 

 ほかに御質疑は。 

 河口委員。 

 

河口委員  保険料率を検討するに当たって、やはり医療費がどうやって使われているのか、適

切に使われていて、ちゃんと抑制されているのか、適正に配分されているのかとい

う話と、多分両輪の話だと思うので、今、ここの保険料率をこれで決めていいかと

いう議論は、数値上これが正しいと言われたら、こちら側としてはもうそれで、じ

ゃあそうですねというふうに納得するしかないと思うんですけれども、その辺の、

ちゃんと使われているのかというのも、本当は同時進行で一緒に議論しなきゃいけ

ないと思ったのが一つと、じゃあこの数値を今、これは適切ではないとこちらが思
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うので、これを減額してくださいとか、この項目は減らすようにしてくださいとい

う議論が、今ここで議論して通るのかどうかというのが分からないので、お教えい

ただきたいんですけれども。 

 

医療保険課長  まず、医療費が適切に使われているか否かにつきましては、私ども国民健康保

険につきましては、毎月のように職員がレセプト点検をやって、きちっと使われて

いない場合については、その医療機関なりにお話しして、その分きちっとお返しい

ただくといったこともやっておりますし、国保連合会にもその辺、審議に回してい

ただいて、本当にそれが適切なのかどうかという御判断をいただいているところで

ございます。 

 それによって、毎月で行きますと１人当たり単価で２００円分ぐらい、年間で３,

０００円ぐらい、それ掛ける国民健康保険の加入者数となりますので、約８万人な

んですが、その分は見直しをしているといったところでございますので、一定程度、

私どもとしてはその部分は適切に使われるように努力はしているといったところで

ございます。 

 また、この数値が正しいのかどうかという議論といったところでございますが、

こちらにつきましては諮問機関という形になりますので、議論というか、意見とし

て頂戴するといった形になってございます。 

 以上でございます。 

 

河口委員  ありがとうございます。 

 

会長（議長）  よろしいですか。 

 ほかにございませんでしょうか。この機会に。 

 よろしいですか、御質問等。 

 それでは、お諮りいたします。江東区国民健康保険条例の一部改正について、原

案を適当とする旨、区長に答申することといたしたいと存じますが、御異議ござい

ませんか。 

（「異議あり」の声あり） 

会長（議長）  今、一部の方に異議ありという方がおりますので、これより挙手にて採決をい

たします。 

 区長諮問のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

会長（議長）  ありがとうございました。賛成多数でありますので、原案を適当とする旨、区

長に答申することと決定いたします。 

 なお、答申文案につきましては、私、会長に一任願いますが、御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

会長（議長）  御異議がないということで、そのように決定いたします。 
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      （諮問 江東区国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例及び江東区国民健康保険

出産費資金貸付基金条例を廃止する条例について） 

会長（議長）  続きまして、江東区国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例並びに江東区国

民健康保険出産費資金貸付基金条例を廃止する条例について、医療保険課長から説

明を願います。 

 

医療保険課長  資料３を御覧ください。江東区国民健康保険高額療養費資金貸付け及び江東区

国民健康保険出産費資金貸付基金条例を廃止する条例について、御説明いたします。 

 まず、高額療養費の支給が見込まれる療養を受け、支払いが困難となった場合に、

見込額の９割を限度として貸付けを行っておりました高額療養費資金貸付け制度は、

まず、医療費の支払いが自己負担限度額まで抑えられる限度額適用認定制度の普

及・定着、そして、最近のことでございますが、マイナ保険証を利用する場合はそ

の場で限度額が適用されるといったことにより、令和４年度以降、貸付けの実績が

ないといった状況でございます。 

 また同様に、出産育児一時金、これは一律に５０万円を、出産した場合に支給し

ているところでございますが、国民健康保険加入者が医療機関に出産費を支払う必

要が生じた際に、出産一時金の８割以内、いわゆる５０万の８割の貸付けを行って

おりました。 

 この出産資金貸付け制度につきましても、事前に医療機関と国民健康保険加入者

が直接支払い制度に係る合意をしておくことによって、国民健康保険が医療機関に

出産育児一時金を直接支払う制度、出産される方が払うのではなくて、私ども保険

者のほうが医療機関に払うといった制度が普及・定着したことによりまして、平成

３０年度以降、貸付け実績がない状況でございます。 

 以上の理由から、令和８年４月１日をもって、この２つの条例を廃止するという

議案を提出したところでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

会長（議長）  ありがとうございました。 

 ただいまの医療保険課長の説明について、質疑がありましたらお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、質疑がないということでお諮りいたします。江東区国民健康保険高額

療養費資金貸付基金条例及び江東区国民健康保険出産費資金貸付基金条例を廃止す

る条例について、原案を適当とする旨、区長に答申することといたしたいと存じま

すが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

会長（議長）  御異議がないということなので、では原案を適当とする旨、区長に答申するこ

とと決定いたしました。 

 なお、答申文案につきましては、私、会長に一任を願いますが、御異議ございま



 

 

12

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

会長（議長）  御異議なしということなので、そのように決定いたします。 

 

      （報告事項） 

会長（議長）  続きまして、報告事項に入ります。 

 報告事項につきましては、医療保険課長から一括して説明を願います。 

 

医療保険課長  国民健康保険事業の実施状況について、御報告をさせていただきます。すみま

せんが資料４を御覧願います。 

 まず、１の令和８年度の新たな取組でございます。令和８年度の新たな取組とい

たしまして、国民健康保険料に子ども・子育て支援金分が追加されることについて

御説明いたします。 

 令和８年度から、国民健康保険料は子ども・子育て支援納付金賦課額が加わるこ

とで、医療・後期・介護、これは今まで３つのものだったんですが、１つ加わりま

して、子ども・子育て支援金に係る賦課４本の形となります。これは国民健康保険

だけではなくて、ほかの社会保険でも同じように、この子ども・子育て支援金分が

加わるといったところでございます。 

 こちらは、子ども・子育て支援法第７１条の３に基づき創設されたものでござい

まして、国民健康法施行令第２９条の７に子ども・子育て支援納付金賦課額が規定

されたことによりまして、保険料の計算基礎に組み込まれました。令和８年４月分、

これは６月に納付ということになりますが、医療・後期及び介護分と併せて徴収さ

れることになります。 

 なお、１８歳未満の被保険者につきましては、子ども・子育て支援納付金賦課額

の均等割は全額軽減されるといったところでございます。「１８歳未満被保険者」

には、１８歳に達する日以降の最初の３月３１日以前である被保険者も含まれます

ので、高校生年代までの被保険者が軽減されるといったことになってございます。 

 令和９年１月の標準化システムの稼働に合わせまして、ｅＬ－ＱＲ、これは地方

税統一のＱＲコードになってございまして、保険料の収納の開始をそうしたものを

予定していると。 

 これは、納付書に印字されましたＱＲコードを読み取ることで、スマホ決済アプ

リやｅＬＴＡＸ、これは地方税のポータルシステムになりますが、こちらを経由し

て電子納付が可能となる仕組みになってございます。従前よりも対応決済アプリを

増加することなどで、納付者の利便性を図ってまいりたいと考えてございます。 

 続きまして、高額療養費制度の見直しということでございまして、令和８年８月

と令和９年８月の二段階で実施されます。 

 こちらにつきましては、自己負担限度額、これは月額の上限や、７０歳以上２割

負担者の外来特例基金の一部引上げが行われるといったことでございます。また、

多数回該当に該当しない長期療養者の経済的負担に配慮する観点から、新たに年間



 

 

13

上限というものが導入されます。 

 また、令和９年度、これは令和９年８月ということになりますが、課税の所得区

分、現在４つの区分から成っているのですが、これが１２区分に細分化されまして、

月額上限額が新たに設定されることになります。また、７０歳以上の外来特例につ

いても、月額上限額が細分化されるといったところでございます。 

 次に、２の総合的な収納対策への取組でございます。 

 保険料につきましては、物価高騰等による社会経済状況の変化により、収納環境

は依然厳しい状況が続いているといったところでございます。 

 そうした中で、収納機会の拡大に努め、御自宅で支払い手続が可能なクレジット

カード決済や、ＰａｙＰａｙなどの電子マネー決済など、様々な納付方法による徴

収に努めております。 

 また、納め忘れを防ぐ口座振替を推進しておりまして、令和５年１０月より、イ

ンターネットを通じて２４時間いつでもどこでも口座振替の申込みができるウェブ

口座振替受付サービスを導入いたしまして、専用端末にキャッシュカードを通し暗

証番号を入力することで、口座振替の手続が完了するサービスとともに、手続の簡

略化が図られまして、令和７年度は１２月末現在で２,３２９件の新規口座振替を受

付けしまして、収納の確保に結びつくものとなってございます。 

 次に、２ページになりますが、３、医療費適正化に向けた取組についてでござい

ます。 

 データヘルス計画の推進につきましては、令和６年度から令和１１年度までの６

か年としておりまして、令和８年度に中間の評価をいたす予定でございます。健康

寿命の延伸、医療費の適正化に向け、目標に基づく進捗管理をしながら保健事業を

実施しております。 

 特定健康診査は、医師会の御協力の下、実施しておりまして、毎年、被保険者の

皆様に個別に通知し、６月から２月まで実施しているところでございます。今年度

は集計中でございますので、現時点で最新の令和６年度ということになってしまう

のですが、受診率は３９.０％となってございます。 

 特定保健指導につきましては、健診受診者のうち、腹囲やリスクなどから対象者

となる方には、健診受診後３か月から４か月程度で特定保健指導の案内をお送りし

ているところでございます。令和６年度の保健指導の終了率は１０.９％となってご

ざいます。 

 健診の受診勧奨としましては、個別の通知に加えまして、勧奨はがきによる受診

勧奨のほか、受診勧奨チラシの配架やポスターの掲示などで周知を行っているとこ

ろでございます。 

 特定保健指導につきましては、申込みのない対象者への、電話やはがきによる利

用勧奨を行っているところでございます。 

 人間ドックの費用助成につきましては、特定健診の代わりに人間ドックを受診し

た被保険者に対して、受診費用の一部を助成しているところでございます。区報、

国保だよりや国保の案内冊子、チラシの配架などで御案内しているところでござい
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ます。令和６年度の申請件数は８４７件となりまして、この助成件数は年々増加し

ているところでございます。人間ドックの結果を提出していただくことで、健診の

受診者として対応することができる仕組みになってございます。 

 （３）になります。次のページになります。生活習慣病発症予防・重症化予防の

取組につきましては、糖尿病重症化予防事業といたしまして、受診勧奨事業、保健

指導事業を行っているところでございます。 

 適正受診・適正服薬の取組につきまして、重複頻回受診・重複多剤服用者の保健

指導事業では、電話や訪問で療養上の日常生活指導や、受診・服薬に関する保健相

談を行っているところでございます。 

 また、医療費通知につきましては、被保険者の医療費の額等を通知することによ

り健康に対する意識を深めていただくため、医療機関等を受診した被保険者全員に、

世帯ごとに医療費等通知を送付しているところでございます。 

 また、適正受診・医薬品の適正使用の普及啓発といたしまして、区のホームペー

ジなどにおきまして、リフィル処方箋やポリファーマシーなどの活用に向けた周知

を行っているところでございます。 

 （５）になりますが、後発医薬品（ジェネリック医薬品）使用促進の取組といた

しましては、調剤のレセプトデータを基に、ジェネリック医薬品への切替えにより

自己負担額の差額が見込まれる全被保険者に、後発医薬品利用勧奨通知でお知らせ

しているところでございます。また、ジェネリック希望カードや区のホームページ

等で、利用に向けた周知を併せて行っております。 

 （６）の高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の取組につきましては、医療

保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律

の下、医療・介護のデータの分析などにより、高齢者の健康課題を把握し、高齢者

の特性に合わせて保健医療・介護の分野が連携して保健事業を実施することとなっ

ています。本区では令和４年度より、高齢者保健事業といたしまして、後期高齢者

の個別保健相談事業、地域の通いの場等においてのフレイル予防などの健康教育を

実施しているところでございます。 

 次に、大きな数字の４でございます。法定外繰入れ解消・縮減への取組でござい

ますが、こちら先ほど議題１でも御説明しました内容と重なるため、内容について

は後ほど御参照いただければと思います。 

 次に、大きい数字の５になりますが、国民健康保険料を滞納する外国人に係る東

京出入国在留管理局との協力要請制度についてでございます。 

 これも先ほど簡単に触れさせていただきましたが、令和８年４月から、区と東京

出入国在留管理局との間で協力要請制度を構築いたしまして、外国人に係る滞納者

の対策を実施すると。 

 制度の主な概要といたしましては、国民健康保険料の滞納がある外国人（永住者

は対象外）につきまして、区から東京出入国在留管理局に情報共有を行います。こ

れに基づきまして、在留資格の更新時において、東京出入国在留管理局から該当者

に国民健康保険料の納付証明書の提出を求めまして、該当者から納付証明が提出さ
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れない場合は、原則として在留申請を許可しないものといったことでございます。 

 この協力要請制度を構築することで、外国人の方に、日本の国民健康保険制度に

対する理解を深めていただく機会となること、そして、理解いただくことで外国人

の納付率の向上が期待されているところでございます。 

 国民健康保険事業の実施状況についての報告は以上となります。 

 

会長（議長）  ありがとうございました。 

 ただいまの医療保険課長の説明につきまして、何かお聞きになりたい点がありま

したら。 

 どうぞ、梅田委員。 

 

梅田委員  亀戸地区の梅田と申します。初めての参加なのですが、せっかくの機会ですので質

問させていただきたいと思います。 

 今の４の３なんですけど、健康寿命を延ばす、生活習慣病の予防等々は、何回も

お話に出ましたけど、まだまだ健診の受診率も低い。区報なんかでも周知はしてい

るけど、受診率等を伸ばすにはどう取り組んだらいいかということを、先ほど来お

話があったと思うんです。 

 同じ４の２の２、口座振替受付サービスの拡充ということで、ここに新規口座振

替申込書を対象に、抽せんで１５０世帯に２,０００円と書いてありますよね。ある

意味これはニンジンみたいなものだと思うんですけど、例えば検診とか予防接種と

か、保健所の指導でもいいんですけど、そういった自分の健康増進のための取組を

した場合、ポイント付与、ポイ括みたいな、そんなことを考えるのも一つの方法じ

ゃないかなと、これは私の個人的な思いつきです。 

 あともう１つ、４の５の外国籍の方、これだけだとよく分からないんですが、ち

ょっと怪しげなネット情報ではあるんですけど、外国の方が数か月日本に来て、国

民健康保険に加入して高額医療を受けて、治ったら帰国するみたいな、怪しげな情

報も聞いたことはあるんですけど、その辺のことをはっきり教えていただきたい。

江東区内の外国籍の方が、現行、国保に加入するにはどんな条件があるのか。それ

と今の状況、江東区の実情など、正確な情報がありましたら、ぜひ、この場ですの

で教えていただきたいと思います。お願いいたします。 

 

資格賦課係長  ただいまの御質問で、私、医療保険課資格賦課係長をしていますヤスイからお

答えします。 

 まず、外国人の国民健康保険に加入条件なんですが、中長期以上のビザを持って

いる方。これはどういうことかというと、３か月以上の在留期間がある方は、外国

人は基本原則全員、国民健康保険の加入となります。 

 ただし、健康保険に加入される方は適用除外でありますし、特定活動でビザが下

りている方、この特定活動の中で観光やレクリエーションが目的の方は国民健康保

険に入れませんし、医療目的で来られた方も国民健康保険には加入ができません。 
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 なので、病気が重い、日本で治療を受けたいという理由でビザが下りている方は、

国民健康保険に加入することはできませんので、たとえそういう方が日本で受診さ

れても、基本的に全額１０割負担での受診となります。 

 外国人の今現状の数なんですが、国民健康保険の加入者の１０％以上はもう外国

人の被保険者となっております。 

 以上です。 

 

梅田委員  すみません、追加です。多分、高額医療を受けたいと思っていても、わざわざそれ

を日本に来る理由にされる方はいないと思うんですよね。その辺はどうなのでしょ

うか。別の日本に来る目的があって、３か月以上で国民健康保険に加入して、つい

でと言っては何ですけど医療を受けるというのはどうなんでしょうか。 

 

医療保険課長  そちらのほうは私のほうから御回答させていただきますが、レセプト点検等を

行っている中で、あまりそういったケースは江東区では見受けられないというのが

現状かと思います。そういったところはいきなり跳ね上がりますので目立つのかな

と思いますが、そういった話は聞いておりませんので、その辺は江東区はないのか

なといったところかなと認識してございます。 

 それと先ほどの、インセンティブを加えると受診率が上がるのではないかという

御質問というか、御助言ですよね。そちらにつきましては、今後ちょっと検討、考

えていきたいなと思ってございます。 

 そのインセンティブを与えるにつきましても、いわゆる皆様方の保険料からお出

しするということになりますので、そのバランスの問題もあるかと思いますので、

それは今後の検討課題とさせていただきたいと思ってございます。 

 以上でございます。 

 

梅田委員  ありがとうございます。 

 

会長（議長）  梅田委員、よろしいですか。 

 

梅田委員  はい。 

 

会長（議長）  ほかに御質疑。 

 河口委員。 

 

河口委員  江東区の国民健康保険の対象者の中で、実際滞納されている方ってどのぐらいいら

っしゃって、その中で内訳というか、日本人、外国人、あとは滞納している理由で

すね、貧困から来るのか、面倒くさくて振込していないのかというのが分かればお

教えください。 
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医療保険課長  まず、昨年の１０月時点で行きますと、世帯数でいくと今、全体で６万世帯、

国保加入世帯数があります。そのうちの１万ちょっとが滞納している。これは日本

人も含めてということになります。それで、外国空席の滞納が、その１万ちょっと

のうちの半分まで行かない、３分の１ぐらいが滞納世帯になっているかと思います。 

 それで、滞納の外国人の方たちにつきましては、二通り考えられます。一つは、

日本のようにいわゆる皆保険制度ではないといったことから、この国民健康保険と

いう制度そのものを知らないといった方々。それともう一つは、いわゆる留学みた

いな形で日本に来られて、それで、入ってはいるんですけど保険料を納めない。留

学の方というのは、収入というのがほとんどないんですよね。ですから、納める金

額にしても少ないはずなんですが、やはり生活レベルが低くなってしまうことから、

払っていただけないといったところかなと思っています。 

 その結果として数値的に出ていますのが、収納率、江東区の場合は約９０％が収

納できて、１０％が未収のままだと。外国籍の方は大体８８％ぐらいということで、

２％しか違わない。ひどい区ですと２０％ぐらい違うところもありますので、本区

の場合はそこまでひどくないよと。 

 逆に、滞納率といって、今度は世帯数ですね、全世帯数の中で払わない世帯数、

これで行きますと外国籍の方は３割。日本籍の人は１割ですので、２割ほど違いが

出てきていると。 

 ということは、恐らくの推測でしかないんですが、高額所得、一定程度の所得の

ある外国籍の方はちゃんと払っていただいていると。逆に、低所得の外国籍の方に

ついては払っていない可能性が高いのかなという分析をしてございます。 

 以上でございます。 

 

河口委員  これ、１００％収納すれば保険料を上げる必要がないという議論にはならないです

か。 

 

医療保険課長  そこは非常に難しいところでございまして、収納率、その１０％の部分をいわ

ゆる一般会計から補填しているわけなんですが、その分医療費が上がってしまった

場合には、どうしても保険料を上げざるを得ないといったところですので、先ほど

からの御説明の中で、やはり健康な部分を大事にしていかなくちゃいけないと。健

康寿命だとかを伸ばしていく必要がある、医療費がかからないようにしていく必要

があるよといったところが大事になってくるかなと思います。 

 その辺のバランスが取れてくれば、健康保険料が上がらないという可能性も出て

きますが、日本の場合はやはり高齢者の人口が多くなってきていますので、７４歳

までが国民健康保険加入者でございます。となると、医療費が高くなればどうして

も保険料に跳ね返ってくるという状況でございます。 

 以上です。 

 

会長（議長）  よろしいですか。 
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河口委員  でも、実際払っていらっしゃらない方がいるので、それは、払えばもうちょっとよ

くなるかなと思います。すみません。 

 

会長（議長）  御意見ありがとうございます。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、本件につきまして、これで終わりたいと思います。 

 以上で本日の協議会の審議は全て終了いたしました。長い時間でしたけれども、

御協力ありがとうございました。お疲れさまでございました。 

 

―― 了 ―― 


